
 

 

議案第１０号 

東京都板橋区教育支援センター処務規程の一部を改正する訓令 

上記の議案を提出する。 

令和３年３月１１日 

提出者 板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

東京都板橋区教育支援センター処務規程の一部を改正する訓令 

東京都板橋区教育支援センター処務規程（平成27年板橋区教育委員会訓令

第９号）の一部を次のように改正する。 

第６条の表教育ＩＣＴ推進係の項を次のように改める。 

教育ＩＣＴ推進係 

(1) 学校ＩＣＴ化の推進に関すること 

(2) 学校情報セキュリティに関すること 

(3) 教育ネットワークに関すること 

(4) 校務支援システムの運用管理に関すること 

(5) 教育支援センターにおけるＩＣＴ環境の整備に関すること 

付 則 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

 校務支援システムの更改に伴い、環境教育情報が全庁ＬＡＮへ移行した

こと、及びＧＩＧＡスクール構想の推進に伴い、ネットワークが校務用と

学習用に分離されることから運用に則した名称へと改めるため。 
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東京都板橋区教育支援センター処務規程の一部を改正する訓令新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○東京都板橋区教育支援センター処務規程 ○東京都板橋区教育支援センター処務規程 

平成27年３月23日東京都板橋区教育委員会訓令第９号 平成27年３月23日東京都板橋区教育委員会訓令第９号 

教育委員会事務局事業所区立学校 教育委員会事務局事業所区立学校 

改正 改正 

平成27年11月30日東京都板橋区教育委員会訓令第11号 平成27年11月30日東京都板橋区教育委員会訓令第11号 

平成30年３月19日東京都板橋区教育委員会訓令第４号 平成30年３月19日東京都板橋区教育委員会訓令第４号 

令和３年３月 日東京都板橋区教育委員会訓令第 号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

東京都板橋区教育支援センター処務規程 

 

第１条から第５条 略 

 

東京都板橋区教育支援センター処務規程 

 

第１条から第５条 略 

（係の分掌事務等） （係の分掌事務等） 

第６条 センターにおける各係の分掌事務は、次のとおりとする。 第６条 センターにおける各係の分掌事務は、次のとおりとする。 

教育支援係 教育支援係 

(１) 研究・研修事業に関すること (１) 研究・研修事業に関すること 

(２) 教育支援人材コーディネート事業に関すること (２) 教育支援人材コーディネート事業に関すること 

(３) 大学・企業との連携に関すること (３) 大学・企業との連携に関すること 

(４) 教育支援センター施設管理運営に関すること (４) 教育支援センター施設管理運営に関すること 

教育ＩＣＴ推進係 教育ＩＣＴ推進係 

(１) 学校ＩＣＴ化の推進に関すること (１) 学校ＩＣＴ化の推進に関すること 

(２) 学校情報セキュリティに関すること (２) 学校情報セキュリティに関すること 

(３) ＿＿教育ネットワークに関すること (３) 環境教育ネットワークに関すること 

(４) 校務支援システムの運用管理に関すること (４) 校務支援システムの運用管理に関すること 

(５) 教育支援センターにおけるＩＣＴ環境の整備に関すること (５) 教育支援センターにおけるＩＣＴ環境の整備に関すること 

教育相談係 教育相談係 

(１) 教育相談に関すること (１) 教育相談に関すること 
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改正後 改正前 

(２) 適応指導教室に関すること (２) 適応指導教室に関すること 

(３) 特別支援学級及び特別支援学校への就学・転学相談及び在籍相談に

関すること 

(３) 特別支援学級及び特別支援学校への就学・転学相談及び在籍相談に

関すること 

(４) 副籍に関すること (４) 副籍に関すること 

(５) 成増教育相談室の管理運営に関すること (５) 成増教育相談室の管理運営に関すること 

(６) 板橋フレンドセンターの管理運営に関すること (６) 板橋フレンドセンターの管理運営に関すること 

２ 指導主事の担任事務は、次のとおりとする。 ２ 指導主事の担任事務は、次のとおりとする。 

(１) 教職員の研修に関すること。 (１) 教職員の研修に関すること。 

(２) 教育研究ならびに教育相談に関すること。 (２) 教育研究ならびに教育相談に関すること。 

(３) 教育指導に係る苦情相談に関すること。 

 

第７条から第１２条 略 

 

(３) 教育指導に係る苦情相談に関すること。 

 

第７条から第１２条 略 

付 則 付 則 

この訓令は、平成27年４月１日から施行する。 この訓令は、平成27年４月１日から施行する。 

付 則（平成27年11月30日東京都板橋区教育委員会訓令第11号） 付 則（平成27年11月30日東京都板橋区教育委員会訓令第11号） 

この訓令は、平成27年12月１日から施行する。 この訓令は、平成27年12月１日から施行する。 

付 則（平成30年３月19日東京都板橋区教育委員会訓令第４号） 付 則（平成30年３月19日東京都板橋区教育委員会訓令第４号） 

この訓令は、平成30年４月１日から施行する。 この訓令は、平成30年４月１日から施行する。 

付 則（令和３年３月〇日東京都板橋区教育委員会訓令第〇号） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 


